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１【提出理由】

当投資法人の主要な関係法人の異動が当投資法人の役員会により以下のとおり決定されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第２号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

当投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下、「投信

法」といいます。）第208条の資産の保管に係る業務に関して、以下のとおり、資産保管会社を三井住友信託銀行株式会

社から三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に変更することを決定しました。

（１）異動があった主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

①　名称

（イ）資産保管会社となることが決定された法人の名称

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（ロ）資産保管会社でなくなることが決定された法人の名称

三井住友信託銀行株式会社

②　資本金の額

（イ）三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

324,279百万円（2021年３月31日現在）

（ロ）三井住友信託銀行株式会社

342,037百万円（2021年３月31日現在）

③　関係業務の概要

投信法第208条に定める資産保管会社として行う以下の業務。

①　資産の保管に係る業務

②　資産の保管に係る業務に関連し又は付随する業務

（２）異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　業務効率化や費用対効果等の総合的な観点から変更するものです。

②　異動の年月日

　2022年6月18日
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